
  



 



 



 

１ 地区計画の方針 

名   称  りんくうタウン北地区地区計画 

位   置  泉佐野市りんくう往来北およびりんくう往来南地内 

面   積  約 １３４．１ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標 りんくうタウンは関西国際空港の支援・補完と地域の環境改善を図るこ

とを目的としており、日本で初めての24時間運用の海上空港の対岸部に立

地するという好条件を活かし、「世界と日本の交流の場として国際性を持

つ都市」、「時代をリードしていく創造性・先進性を持つ都市」、「空港を中

心とした新しい都市圏の核となる都市」として、国際交流の活性化と快適

な都市環境の創造に資することをめざし空港と一体となって「交流とハ

イ・アメニティ」を柱とする臨空都市の形成を図るものである。 

このため、地区計画の策定により、商業業務機能を核とした各種都市機

能の集積を図り、日本の玄関口にふさわしい都市機能の整備とすぐれた都

市空間の形成をめざす。 

土地利用の方針 当地区を地区の特性に応じて、次の５つの地区に区分し、計画的なまち
づくりをめざすとともに土地の高度利用を図る。 

さらに、りんくうタウン全体を緑で包み良好な都市環境を創出するた
め、公園・緑地を適切に配置する。 

１．インターナショナルビジネス地区 

  りんくうタウンの中枢地区として、「国際交流都市にふさわしい機能
施設の集積」と「24時間活動する安全で快適な都市としての機能整備」
を図る。 

  主として商業・業務、国際交流、宿泊滞在、学術・研究等の基本機能、
医療サービス、情報サービス等の支援機能、空港関連従業員等の居住機
能を整備する。 

更に、宿泊施設の高度利用を促進し、宿泊施設の立地誘導を図る。 

  また、土地の有効利用を図るため、道路・鉄道等の高架下を活用し、
駐車場、商業施設等を整備する。 

２．総合流通地区 

  関西国際空港の物流機能を支援補完する施設や、空・陸・海の交通結
節点という立地条件を活かした総合複合流通施設、及び国際貿易の動向
を踏まえた交易拠点等を整備する。 

３．臨空型産業地区 

  国際的な企業活動や研究開発を積極的に行うために、空港支援産業及
び学術・研究等の基本機能、空港関連従業員等の居住機能等を配置する。 

４．複合型生産施設地区 

  国際交流拠点にふさわしい機能、環境、形態を備えるとともに、地場
産業の高度化等をめざした複合型生産施設等を配置する。 

５．臨空都市住宅地区 
十分なオープンスペースと豊かな緑地等を確保した良好な居住環境

を有する空港関連従業員等のための中高層住宅を整備する。 

 
 

 

  

 

 



区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地 区 施 設 の 

整 備 の 方 針 

１．都市計画道路大阪臨海線、泉佐野田尻泉南線、泉佐野中央大通線、羽

倉崎嘉祥寺線、笠松末広線を骨格とし、自動車交通の円滑な処理と安全

で快適な歩行者空間を確保するため区画道路を適切に計画・配置する。 

２．地区内においては、公園緑地を適切に配置するとともに景観形成、環

境保全等を目的とした緩衝緑地を幹線道路沿道等に適切に配置する。空

港連絡橋取付部周辺地域においては、文化・アミューズメント施設等を

備えた日本の玄関口にふさわしいシンボル的な公園緑地を配置する。ま

た、緩傾斜護岸に隣接する地域においては、利便施設などを備えた魅力

ある公園緑地を配置する。さらに、臨空都市住宅地区と背後地に隣接す

る地域においては、住民の健康増進を目的としたスポーツ施設を備えた

公園緑地を配置する。これら公園緑地や臨空都市住宅地区等を結ぶネッ

トワークを形成するため、ポケットパーク等を適宜配置した歩行者空間

を確保する。 

３．インターナショナルビジネス地区においては、４つに分かれた街区間

を結ぶペデストリアンデッキを整備する。さらに、自動車利用者の利便

を図るため、駐車場を駅付近、高架下等に適切に配置するとともに、鉄

道駅利用者等の利便性を図るため駅前広場を整備する。 

４．インターナショナルビジネス地区Ａ南のうち、りんくう往来中央線と

泉佐野田尻泉南線の結合部西側の区域においては、りんくう公園との歩

行者の回遊性向上のため、公共的空間を区域内に確保すると共に、壁面

後退により確保する空間については、中高木を中心とした緑化に努め

る。 

５．良好な景観形成のため、共同溝等により無電柱化に努める。 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

１．インターナショナルビジネス地区 

  国際交流都市の中枢にふさわしい商業・業務の集積と良好な都市環

境の形成を図るため、建築物等の用途、規模、配置及び意匠等に留意

して整備を行う。 

２．総合流通地区 

  総合的流通施設とそれらに関連した多様なニーズに対応する諸施設

の集積と良好な都市環境の創出を図るため建築物等の用途、規模、配

置及び意匠等に留意して整備を行う。 

３．臨空型産業地区 

  臨空都市にふさわしい空港支援産業等の立地を図り、良好な都市環

境を創出するため、建築物等の用途、規模、配置及び意匠等に留意し

て整備を行う。 

４．複合型生産施設地区 

  時代のニーズを先取りした複合型生産施設等の立地を図り、良好な

都市環境を創出するため、建築物等の用途、規模、配置及び意匠等に

留意して整備を行う。 

５．臨空都市住宅地区 

オープンスペースや豊かな緑地を確保し、快適な居住環境を創出す

るため、建築物等の用途、規模、配置及び意匠等に留意して整備を行

う。 

６．総合流通地区、臨空型産業地区、複合型生産施設地区においては調

和のとれた施設の複合化、重層化を図るため、建築物等の用途、規模、

配置及び意匠等に留意して整備を行う。 

７．やすらぎと、うるおいのある環境づくりのため、敷地内の緑化に努

める。 

  「地区計画の区域は計画図表示のとおり」 



 

２ 地区整備計画 

 

地

区

整

備

計

画 

位 置 泉佐野市りんくう往来北およびりんくう往来南地内 

面 積 約１２９.６ ｈａ 

地

区

施

設

の

配

置

及

び

規

模 

道 路 区画道路 １号  幅員１６ｍ  延長 約２４０ｍ 

区画道路 ２号  幅員１６ｍ  延長 約２４０ｍ 

区画道路 ３号  幅員１６ｍ  延長 約２４０ｍ 

区画道路 ４号  幅員１６ｍ  延長 約１９０ｍ 

区画道路 ５号  幅員１６ｍ  延長 約１７０ｍ 

区画道路 ６号  幅員１６ｍ  延長 約２４０ｍ 

区画道路 ７号  幅員１６ｍ  延長 約７４０ｍ 

区画道路 ８号  幅員１２ｍ  延長 約２４０ｍ 

区画道路 ９号  幅員１２ｍ  延長 約１９０ｍ 

区画道路１０号  幅員２８ｍ  延長 約 ５０ｍ 

区画道路１１号  幅員１６ｍ  延長 約２１０ｍ 

区画道路１２号  幅員１２ｍ  延長 約３２０ｍ 

区画道路１３号  幅員１２ｍ  延長 約３１０ｍ 

区画道路１４号  幅員１６ｍ  延長 約 ３０ｍ 

区画道路１５号  幅員 ９ｍ  延長 約１５０ｍ 

区画道路１６号  幅員１６ｍ  延長 約１５０ｍ 

区画道路１７号  幅員１２ｍ  延長 約１５０ｍ 

区画道路１８号  幅員１２ｍ  延長 約１３０ｍ 

区画道路１９号  幅員１２ｍ  延長 約１００ｍ 

区画道路２０号  幅員１２ｍ  延長 約 ９０ｍ 

区画道路２１号  幅員１２ｍ  延長 約 ４０ｍ 

区画道路２２号  幅員１２ｍ  延長 約 ３０ｍ 

区画道路２３号  幅員１２ｍ  延長 約１２０ｍ 

区画道路２４号  幅員１６ｍ  延長 約１４０ｍ 

区画道路２５号  幅員１２ｍ  延長 約１６０ｍ 

区画道路２６号  幅員１２ｍ  延長 約２１０ｍ 

公 園 

１号  約１６,０００㎡ 

緑 地 １号  約 ５,１００㎡ 

２号  約 １,５００㎡ 

３号  約 ５,８００㎡ 

その他の 

公共空地 

歩 行 者 

専用通路 
延長 約２,１３０ｍ（計画図-２のとおり） 

緑地広場   １号  約 ６,５００㎡ 

          ２号  約 ５,１００㎡  

          ３号  約 ７,０００㎡ 

          ４号  約 ７,５００㎡ 
   
 

 

 

 



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

区 分 の 名 称 インターナショナルビジネス地区 

区 分 の 面 積 約 ８０.１ｈａ 

細区分の名称 Ａ北 Ａ南 Ｂ Ｃ北 Ｃ南 Ｄ Ｅ 

細区分の面積 約11.8ｈａ 約２０.４ｈａ 約３.６ｈａ 約３.８ｈａ 約３.５ｈａ 約４.８ｈａ 約３２.２ｈａ 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 
 次に掲げる建築物は、建築してはならない。  次に掲げる

建築物は、建
築してはなら
ない。 
(1) 住宅 
(2) 自動車教

習所 

 

(1) 住宅（共同住宅、寄宿舎、下宿を
除く。） 

(2) 住宅（共同住宅、寄宿舎、下宿
を除く。）で住宅以外の用途を兼
ねるもの 

(3) 倉庫業を営む倉庫 
(4) 自動車教習所 
(5) 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種

学校を除く。） 

    計画図３に示した区域に
おいては地盤面から人工地
盤(高さ概ね６ｍに位置し、
歩行の用に供する通路また
は広場で建築物の床または
屋根及びそれに替わる地盤
をいう。以下｢人工地盤｣と
称する。)面下までの範囲を
交通ターミナルとしなけれ
ばならない。但し交通ター
ミナルの機能上支障となら
ないものを除く。 

 (6) 病院 

建築物の敷地面積
の 最 低 限 度 

２,５００㎡ ６,０００㎡ １,５００㎡     

建築物の容積
率の最高限度 

９００％（宿泊施設を主要用途とする建築物に限る。） ２００％  

建築物の容積
率の最低限度 

２００％（宿泊施設を主要用途とする建築物に限る。）   

建築物の建ぺい率
の 最 高 限 度 

８０％（宿泊施設を主要用途とする建築物に限る。） 
 ただし、建築基準法第５３条第３項第２号に該当するものにあっては９０％、

同条第５項第１号に該当するものにあっては１００％。 

  

建築物の建築 

面積の最低限度 
１,０００㎡（宿泊施設を主要用途とする建築物に限る。） 

  

建築物の高さ
の 最 高 限 度 

２００ｍ  ３００ｍ  
  

壁面の位置の 

制 限 
 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ２ｍを超える門若しくはへい（以
下「外壁等」という。）の面は、次に掲げる距離以上後退しなければならない。 
(1) 隣地境界線からの距離  ５ｍ。 
但し、細区分Ａ北及びＢにおいては３ｍ。また、人工地盤が設置される場合、人

工地盤レベル以下はこの限りではない。 
(2) 道路境界線からの距離 
都市計画道路大阪臨海線、泉佐野田尻泉南線からは１０ｍ、都市計画道路りんくう

往来中央線からは５ｍ、それ以外の道路からは３ｍ。 
但し、道路横断施設に接続する部分はこの限りではない。また都市計画道路大

阪臨海線、泉佐野田尻泉南線沿いについては、その他の公共空地（歩行者専用通
路）が人工地盤上に設置される場合、人工地盤レベル以下について５ｍとする。 

  

    地盤面から人工地盤面下ま
での範囲において計画図３に
表示する区域内において外壁
等を建築してはならない。 
 但し、交通ターミナルの機能
を維持するために必要なもの
及び上部建物の構造耐力上必
要なものを除く。 

 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 
 建築物及び広告物、看板の形態、意匠については、すぐれた都市景観の形成に寄与するとともに、周辺
環境に調和したものとすること。 

都市計画施設である道路の 

区域のうち建築物等の敷地 

として併せて利用すべき区域 

      
計画図３～５
に表示した
区域 

 

建築物等の建築又
は建設の限界       

計画図３～ 

５に表示し 

た区域 

 

 



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

区分の名称 複合型生産施設地区１ 

区分の面積 約 ６.４ｈａ 

細区分の名称 Ａ Ｂ 

細区分の面積 約 ２.９ｈａ 約 ３.５ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはなら

ない。 

(1) 住宅 

(2) 住宅で住宅以外の用途を兼ねるも   

  の 

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(4) 学校（大学、高等専門学校、専修学

校及び各種学校を除く。） 

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場そ

の他これらに類するもの 

(6) 自動車教習所 

(7) 畜舎 

(8) キャバレー、料理店その他これらに

類するもの 

(9) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

次に掲げる建築物は、建築してはなら

ない。 

(1) 住宅 

(2) 住宅で住宅以外の用途を兼ねるもの 

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(4) 学校 

(5) 自動車教習所 

(6) 畜舎 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 
３００㎡ 

壁面の位置 

の 制 限 

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱

又は高さ２ｍを超える門若しくはへい

（以下「外壁等」という。）の面における

道路境界線からの距離は、次に掲げる数

値以上後退しなければならない。 

(1) 都市計画道路（大阪臨海線、りんく

う往来中央線）からの距離  ５ｍ 

(2) 区画道路８号からの距離 ３ｍ 

(3) それ以外の道路からの距離 １ｍ 

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱

又は高さ２ｍを超える門若しくはへい

（以下「外壁等」という。）の面における

道路境界線からの距離は、次に掲げる数

値以上後退しなければならない。 

(1) 都市計画道路（大阪臨海線）からの

距離  ５ｍ 

(2) 区画道路８号、９号、１０号からの

距離  ３ｍ 

(3) それ以外の道路からの距離 １ｍ 

建築物等の 

形 態 又 は 

意匠の制限 

 建築物及び広告物、看板の形態、意匠については、すぐれた都市景観の形成に寄

与するとともに、周辺環境に調和したものとすること。 

      



 
 
地 
区 
整 
備 
計 
画 

 
建 
築 
物 
等 
の 
制 
限 
に 
関 
す 
る 
事 
項 

区 分 の 名 称 総  合  流  通  地  区 

区 分 の 面 積 約 ２１.２ｈａ 

建 築 物 等 の 
用 途 の 制 限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 
(1) 住宅 
(2) 住宅で住宅以外の用途を兼ねるもの 
(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 
(4) 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。） 
(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの 
(6) 自動車教習所 
(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの 
(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

建 築 物 の  
敷 地 面 積 の 
最 低 限 度  

２,５００㎡ 

壁 面 の 位 置 
の 制 限 

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ２ｍを超える門若しくはへい（以下
「外壁等」という。）の面は、次に掲げる数値以上後退しなければならない。 
(1) 隣地境界線からの距離  ３ｍ 
(2) 道路境界線からの距離 

都市計画道路（大阪臨海線）からは５ｍ、それ以外の道路からは３ｍ。 
但し、道路横断施設に接続する部分はこの限りではない。 

建 築 物 等 の 
形 態 又 は  
意 匠 の 制 限 

 建築物及び広告物、看板の形態、意匠については、すぐれた都市景観の形成
に寄与するとともに、周辺環境に調和したものとすること。 

区 分 の 名 称 複合型生産施設地区２ 

区 分 の 面 積 約 ９.２ｈａ 

建 築 物 等 の 
用 途 の 制 限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 
(1) 住宅 
(2) 住宅で住宅以外の用途を兼ねるもの 
(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 
(4) 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。） 
(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの 
(6) 自動車教習所 
(7) 畜舎 
(8) キャバレー、料理店その他これらに類するもの 
(9) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

建 築 物 の  
敷 地 面 積 の 
最 低 限 度  

３００㎡ 
（建築物の敷地が行政界をまたがる場合で、その敷地面積の合計が３００
㎡以上となるときは、この限りではない。） 

壁 面 の 位 置 
の 制 限 

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ２ｍを超える門若しくはへい
（以下「外壁等」という。）の面における道路境界線からの距離は、次に掲げる
数値以上後退しなければならない。 
(1) 都市計画道路（泉佐野田尻泉南線）からの距離  ５ｍ 
(2) 都市計画道路（羽倉崎嘉祥寺線）、区画道路７号、１４号、１６号からの距離  ３
ｍ 

(3) その他の道路からの距離  １ｍ 

建 築 物 等 の 
形 態 又 は  
意 匠 の 制 限 

 建築物及び広告物、看板の形態、意匠については、すぐれた都市景観の形成
に寄与するとともに、周辺環境に調和したものとすること。 
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区 分 の 名 称 臨  空  型  産  業  地  区 

区 分 の 面 積 約 １０．０ｈａ 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 
(1) 住宅（共同住宅、寄宿舎、下宿を除く。） 
(2) 住宅（共同住宅、寄宿舎、下宿を除く。）で住宅以外の用途を兼ねる

もの 
(3) 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。） 
(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売

場その他これらに類するもの 
(5) 自動車教習所 
(6) 畜舎 
(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの 
(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

建 築 物 の  
敷 地 面 積 の 
最 低 限 度  

４,０００㎡ 

壁 面 の 位 置 

の 制 限 

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ２ｍを超える門若しくはへい
（以下「外壁等」という。）の面は、次に掲げる数値以上後退しなければならな
い。 
(1) 隣地境界線からの距離  ３ｍ 
(2) 道路境界線からの距離  ３ｍ 

建 築 物 等 の 
形 態 又 は  
意 匠 の 制 限 

 建築物及び広告物、看板の形態、意匠については、すぐれた都市景観の形成
に寄与するとともに、周辺環境に調和したものとすること。 

区 分 の 名 称 臨  空  都  市  住  宅  地  区 

区 分 の 面 積 約 ２.７ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(1) 住宅（共同住宅、寄宿舎、下宿を除く。） 
(2) 住宅（共同住宅、寄宿舎、下宿を除く。）で住宅以外の用途を兼ねる

もの 
(3) 学校 
(4) 図書館、博物館その他これらに類するもの 
(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの（共同住宅、寄宿舎又は

下宿に附属するもので、兼用するものは除く。） 
(6) 病院 
(7) 老人ホーム  

(8) 畜舎 

建 築 物 の  
敷 地 面 積 の 
最 低 限 度 

４,０００㎡ 

壁面の位置の

制限 
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ２ｍを超える門若しくはへい

（以下「外壁等」という。）の面は、次に掲げる数値以上後退しなければならな
い。 
(1) 隣地境界線からの距離  ３ｍ 

(2) 道路境界線からの距離  ３ｍ 

建築物等の形
態又は意匠の
制限 

建築物及び広告物、看板の形態、意匠については、すぐれた都市景観の形成に

寄与するとともに、周辺環境に調和したものとすること。 
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